
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 6月 24日発行（次号 7月 8日） 

本紙に関する問合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：圓崎
えんざき

 宏美
ひ ろ み

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 

本紙は、ホームページからダウンロードできます。 お知らせ版 No.2 

余

白 

今年のサマージャンボ宝くじは、１等・前後賞合わせて７億円!! 

 １等   ５億円 × ２３本（発売総数６９０億円・２３ユニットの場合） 

 前後賞各 １億円 × ４６本（発売総数６９０億円・２３ユニットの場合） 

サマージャンボミニ７千万円も同時発売!! 

 １等   ７千万円 × １２０本（発売総数３６０億円・１２ユニットの場合） 

○販売期間 ７月６日（水）～７月２９日（金） 

この宝くじの収益金は、市町村の明るいまちづくりや環境 

対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のため使われます。 

問合せ：宮崎県市町村振興協会 

☎0985-31-9590 

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。請求は、 

役場福祉課までお越しください。 

○支給対象者 

平成２７年４月１日（基準日）において、「恩給法による公 

務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次

の順番で先順位のご遺族お一人に支給されます。 

戦没者等の死亡当時のご遺族で 

(1)平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 

(2)戦没者等の子 

(3)戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹 

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかで、順番が入れ替わ

ります。 

(4)上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（おい、めい等）で、戦没者等の死亡時まで

引き続き１年以上の生計関係を有していた方 

○支給内容 額面２５万円、５年償還の記名国債（１年に５万円ずつ償還） 

○請求期限 平成３０年４月２日まで 

※この期限を過ぎますと、第十回特別弔慰金の請求はできなくなりますのでご注意ください。 

問合せ：福祉課 

（担当）金丸
かねまる

・宮崎
みやざき

 ☎33-6382 

役場臨時職員として勤務を希望される方は、事前登録のため、 

役場備付けの申込書及び履歴書を総務財政課までご提出ください。 

○業 務 内 容 事務補助 

○任 用 期 間 ６か月以内（再更新可能） 

○勤 務 時 間 原則として月曜～金曜（祝日は除く）午前８時３０分～午後５時１５分 

○賃   金 日額５，６００円（手当などは一切支給されません） 

○採 用 方 法 書類審査、若しくは書類審査及び面接による選考 

○そ の 他 社会保険、雇用保険を適用します。※勤務条件によります。 

○受 付 期 間 随時行っています 

○登録有効期限 登録日から平成２９年３月３１日まで 

問合せ：総務財政課 

（担当）弥
や

吉
よし

美樹
み き

 ☎33-6002 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 種 採用人数 賃 金 勤務時間 業務内容 

嘱託員 １名 
月額 

150,000円 

8：25～17：10 

※月 1回程度、土日祝日に受付業務あり 

ごみ処理に係る機械や重機の操

作運転及びそれに付随する業務 

※通勤手当や賞与等の諸手当（時間外手当を除く）の支給はありません。 

○任用期間 ８月１日から平成２９年３月３１日（更新あり） 

○募集期間 ７月１日（金）～７月２０日（水） 

○福利厚生 社会保険・労災・雇用保険・有給休暇制度あり 

○応募資格 (1)西都児湯地区に在住し、健康で、市町村民税等の滞納のない方 

      (2) ショベルローダー、フォークリフト、パワーショベルの運転資格を有する方、又

は採用後資格を取得される方 

○応募方法 市販の履歴書に写真を添付、必要事項を記載の上、お申込みください。 

○採用方法 後日面接を行います。※応募多数の場合は、書類選考をした上で面接を行います。 

◆申込・問合せ先 西都児湯環境整備事務組合（西都児湯クリーンセンター） ☎41-1761 

〒881-0027 西都市大字南方 6548-1  http://skcleancenter.ec-net.jp 

防衛協会新富支部女性部会では、障がい者福祉の増 

進を図るため、チャリティーカラオケ大会に障がい者 

の方を無料でご招待いたします。 

○日 時 ７月２３日（土） 

午前１０時３０分開場 午前１１時開演 

○会 場 新富町文化会館 イベントホール 

○申込期間 ７月４日（月）午前９時から 

７月８日（金）午後３時まで 

○申込方法 役場福祉課まで直接、または電話でお申し込みください。 

○対 象 者 平成２８年６月１日現在町内在住者で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳のいずれかを所持している方 

※ご家族やヘルパーの方など付き添われる方１名にもチケットを配布いたします。 

○定 員 先着２０名 

○そ の 他 チケットにはお弁当券が付いていますので、会場でお弁当と交換ができます。 

問合せ：防衛協会新富支部女性部会 

(会長) 山
やま

西
にし

三重子
み え こ

 ☎33-0009 

防災基地対策課 

（担当）大西
おおにし

広
ひろ

伸
のぶ

 ☎33-6027 

福祉課 

    （担当）柳田
やなぎだ

聖人
き よ と

 ☎33-6382 

ピラティスとは、インナーマッスルを鍛え、体の歪みを改 

善し太りにくい体形を維持する体操です。 

運動と入浴で、さっぱりしませんか？ 受講を希望される 

方は、温泉健康センターサン・ルピナスまで、受講料を添え 

てご希望の日時をお申し込み下さい。 

○開 催 日 ７月１１日、７月２５日、８月８日、８月２２日、９月１２日、 

９月２６日 ※すべて月曜日で、募集人数は毎回１０名です。 

○時  間 午前１０時３０分～午前１１時３０分 

○場  所 温泉健康センター サン・ルピナス 小休憩室 

○受 講 料 1,000円／回 ※受講者は、無料で温泉に入浴していただきます。 

問合せ：新富町温泉健康センター 
サン・ルピナス 

（担当）原
はら

 ☎・FAX 33-1000 

公共職業訓練生募集中 ※7/11 まで 
○Jw-CAD コース：７月２０日～１０月２３日（全２７回） 費用 40,000 円 

○簿記：７月２１日～１０月６日（全２１回） 費用 28,000 円 

※詳細は、ホームページ（http://www.e-koyukunren.school-info.jp/）で。 

◆問合せ：東児湯高等職業訓練校 

☎22-2135 

http://www.e-koyukunren.school-info.jp/


 

 

●暮らし・環境 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

農村地域防災減災調査計画事業 16,500 農道橋の耐震調査の実施

消防機械倉庫撤去工事 4,223 消防団第２部及び第１２部の旧機械倉庫撤去工事

消火栓設置工事負担金 2,808 道路改良に伴う消火栓移設及び消火栓新設に伴う負担金

木造住宅耐震診断事業 270 木造住宅耐震診断費用の一部助成

●健康・福祉 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

放課後児童クラブ環境改善整備推進事
業補助金

2,000 放課後児童クラブのパソコン機器等購入に係る助成

保育所等における業務効率化推進事業
補助金

4,000 保育園のパソコン機器等購入に係る助成

●教育・文化・人づくり （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

東九州神楽人の祭典特別公開事業補
助金

510 新田神楽保存会の九州国立博物館イベント出演への助成

●産業・経済 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

肉用牛生産基盤強化対策事業補助金 232 コントラクターの飼料作物 収穫作業面積拡大に伴う助成

西都・児湯観光活性化大作戦事業補助
金

1,597 西都・児湯の地域間で連携を図り、観光の活性化を目指す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 ６月補正予算の主な事業 

「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」

人権
じんけん

コーナー 『こどもの人権
じんけん

』 

日本
にほん

では、いじめ、不登校
ふとうこう

、虐待
ぎゃくたい

、自殺
じさつ

など、こどもに関
かん

する様々
さまざま

な人権
じんけん

問題
もんだい

が、毎日
まいにち

のように報道
ほうどう

されています。 

大人
おとな

と同様
どうよう

、こどもにも人権
じんけん

があり、一人
ひとり

の人間
にんげん

として尊重
そんちょう

されなければなりません。 

大人
おとな

には、こどもの人権
じんけん

を尊重
そんちょう

するとともにこどもの人権
じんけん

を守
まも

る役割
やくわり

があり、こどもたちが幸
しあわ

せ

にいきいきと暮
く

らせる環境
かんきょう

づくりが求
もと

められています。 

さらに、こどもたちが、自分
じぶん

だけではなく他者
たしゃ

についてもかけがえのない存在
そんざい

として尊重
そんちょう

し、理解
りかい

す

るよう、学校
がっこう

だけではなく、家庭
かてい

や地域
ちいき

社会
しゃかい

の中
なか

で人権
じんけん

教育
きょういく

を推進
すいしん

していく必要
ひつよう

があります。 

「もし、自分
じ ぶ ん

がその立場
た ち ば

だったら」とつねに考
かんが

え、差別
さ べ つ

のない平和
へ い わ

な社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 

問合せ：総務財政課 （担当）井下喜
いのしたよし

仁
ひと

 ☎33-6002 

 




